
 
仕様書 

 

１ 業務名 

岡山市消防局寝具類消毒乾燥（単価契約） 

※上記業務について、以下、委託者岡山市（以下「甲」という。）と受託者（以下「乙」

という。）とする。 

２ 目的 

  仮眠で使用する寝具類の消毒、乾燥を実施することで、職員の衛生環境確保を目的と

する。 

３ 履行期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで（年６回奇数月に実施） 

(1) 期間Ａ：令和８年４月１日から令和８年９月３０日まで 

(2) 期間Ｂ：令和８年１０月１日から令和９年３月３１日まで 

４ 履行場所及び配置組数 

名   称 所 在 地 数 量 

北消防署 岡山市北区鹿田町二丁目４－１ ４９組 

指揮隊 岡山市北区鹿田町二丁目４－１ ４階 ３組 

番町分署 岡山市北区番町二丁目１－１ ３０組 

津高出張所 岡山市北区富原３６５１－３ １２組 

御津出張所 岡山市北区御津宇垣１４０－２ １２組 

建部出張所 岡山市北区建部町福渡８３９－２ １２組 

今出張所 岡山市北区下中野１２２３－６ １３組 

西消防署 岡山市北区野殿西町４２７－１ ４１組 

情報指令課 岡山市北区野殿西町４２７－１ ４階 ２１組 

高松出張所 岡山市北区高松原古才２４７ １３組 

吉備中央出張所 加賀郡吉備中央町竹部２１６４－６１ ８組 

足守救急ｽﾃｰｼｮﾝ 岡山市北区東山内１０１－１ ６組 

中消防署 岡山市中区今在家地先 ２５組 

倉田出張所 岡山市中区倉田５１８ １３組 

竜操出張所 岡山市中区兼基１０４－１ １２組 

東消防署 岡山市東区西大寺南一丁目２－４ ３７組 

上道出張所 岡山市東区沼１３１３－１ １３組 

可知出張所 岡山市東区松新町１９０－１１ １２組 

瀬戸出張所 岡山市東区瀬戸町万富２１５－１ １２組 

南消防署 岡山市南区浦安南町４９５－８８ ３７組 

妹尾出張所 岡山市南区妹尾９６４－１ １３組 

灘崎出張所 岡山市南区宗津１０－１ １３組 

（合計）４０７組  

※布団組数及び勤務人員については令和７年度実績に基づく予定であり、人事異動及 

び庁舎改修等に伴い布団数量が増減する場合は随時対応すること。（布団組数が２０ 

組程度増減する可能性あり。） 

※年度途中に情報指令課の移転予定あり。（岡山市役所新庁舎内） 

５ 業務内容 

(1)  予定数量  

ア 掛布団消毒乾燥  ４１５枚×６回＝２，４９０枚 

イ 敷布団消毒乾燥  ４１５枚×６回＝２，４９０枚 



 
ウ 毛布消毒乾燥   ８３０枚×３回＝２，４９０枚 

(2) 寝具類の材質 

ア 掛布団 化繊わた 

イ 敷布団 木綿わた 

ウ 毛 布 アクリル 

 (3)  乾燥要領 

  北消防署他２０ヵ所の消防署所等（上記４参照）で使用している仮眠用の寝具類に

ついて、年６回奇数月に乾燥専用車で各消防署所等を巡回し、同敷地内において消

毒乾燥業務を実施すること。（寝具を持ち帰って消毒乾燥する方法は不可とする。） 

なお、甲の指示がある場合を除き、期間Ａの奇数月（５・７・９月）については、

毛布の乾燥を実施しないこと。期間Ｂの奇数月（１１・１・３月）は、毛布２枚を乾

燥に含めること。 

 (4)  実施日 

   月の前半（概ね１５日まで）とし、実施月の前月２０日までに予定日を甲まで連絡 

すること。※都合により実施日を変更することがある。 

(5)  消毒乾燥方法については、甲と事前協議したうえで各寝具類の材質に適した温度、

時間で実施すること。万が一消毒乾燥手順の不備により損害が生じた場合は、特別な

事情により瑕疵が認められない場合を除き、すべて乙が負担すること。 

６ 費用負担 

  乙が、役務業務を履行するために必要な費用のうち、次の各号に定めるものについて

は、甲の負担とする。 

(1)  電灯及び電力料金 

(2)  水道及びガス料金 

(3)  その他甲が必要と認めるものに係る費用 

７ 単価の算出 

  単価契約とし、金額を以下のように定める。 

(1)  掛布団消毒乾燥の１枚あたりの金額を基本単価とする。 

(2)  敷布団消毒乾燥の１枚あたりの金額は基本単価の１．０倍とする。 

(3)  毛布消毒乾燥の１枚あたりの金額は基本単価の０．５倍とする。 

８ 検査及び請求 

  甲が行う検査に合格後、実施月（奇数月）の数量が確定した段階において、それぞ

れの契約単価にそれぞれの確定数量を乗じて得た額に、消費税及び地方消費税相当額

を加えた額を請求するものとする。（当該金額に１円未満の端数があるときは、その

端数を切り捨てた金額を請求すること。） 

９ その他 

 (1) 入札書には、掛布団消毒乾燥の１枚あたりの単価（税抜）を記入すること。 

 (2) 甲の寝具類消毒乾燥は、病院等医療機関用寝具類の消毒乾燥と完全に区別して実施

すること。 

(3) 落札業者は、業務実施前に担当者と消毒乾燥の内容について打ち合わせを行い、不

明な点があれば了解を得たうえで実施すること。 

10 担当者 

岡山市消防局消防総務部 

消防企画総務課 経理係 山﨑・梶尾（電話：０８６－２３４－９９７２） 

 


